
 

事業者による方針の表明 

衛生委員会で調査審議 

労働者に説明・情報提供 

事業者は高ストレス者に対して面接指導の申出の勧奨 

医師からの意見聴取 

医師による面接指導の実施 

事業者から医師への面接指導実施の依頼 

労働者から事業者への面接指導の申出 

必要に応じ就業上の措置の実施 
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①事業者が受診データを作成し、健診センターへ送付

②データをもとに健診センター（外部機関）が回答用紙を作成

③回答用紙を事業者を通じて労働者へ配布

④労働者は回答用紙に記入し、同封の封筒に入れ事業者へ提出

↓ 

事業者は健診センターへ送付、もしくは健診時に回収 

⑤健診センター（外部機関）が回答情報を分析し、個人結果を作成

⑥健診センター（外部機関）は個人結果を各人宛に封づめし、事業者へ返送

↓ 

事業者は労働者へ個人結果をそのまま配布 

⑦健診センター（外部機関）はグループ分析レポートを作成し、事業者へ配布

医師、保健師等によるストレスチェック実施 

労働安全衛生法が改正され、2015 年 12 月 1 日より従業員数 50 人以上の事業場には、ストレスチェ

ック実施が義務化されます。当健診センターでは、ストレスチェックを以下のように提案いたします。 

スストトレレススチチェェッックク義義務務化化ににああたたっってて

基本、会社契約の産業医

が面接を行う 

10 人未満のグループでは

全員の同意が必要 



ストレスチェック（１人単価）    ６００円（税別） 

グループ分析レポート（１部署単価） ２,４００円（税別）

ストレスチェック Q＆A

Q.必ず受検させないとい

けないのですか？

A.50 人以上の従業員を

雇用している事業所は実

施が義務付けられていま

す。

実施する旨を全従業員に

周知して受検を奨める事が

義務付けられています。しか

し、最終的に受検するかは個

人の判断です。各部署のスト

レス状況の把握のためには

受験率は高い事が望まれま

す。 

Q.個人情報の取り扱い上

の注意点は？

A.本人の同意なくして事

業者は結果を知ってはい

けません。

ストレスチェックは、医

師・保健師などによって行わ

れ、結果は、個人情報保護の

観点から直接本人にのみ通

知されます。 

実施事務従事者を設置す

る事が出来ますが、外部委託

して管理してもらう事が勧

められます。 

Q.医師の面接はどのよう

に行うのですか？

A.事業所の産業医が行う

場合が多いと考えられま

す。

ストレスチェック実施後 1

か月以内に申し出があれば、

その 1 か月以内に医師の面接

を行い、その 1 か月以内に意

見を聴取し、就業上の必要な

対処を行わなくてはいけま

せん。面接の結果による不利

益な取り扱いは、法律で禁じ

られています。 
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